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｢客観性」再考

｢現象学」的「客観性」論からみた

マックス・ウェーバーの「客観性」概念

Rethinking“objectivity，，

儘田徹

ｍｍＵＭｚ"、`ａ

Thispaperpurportstodiscusstheconceptof“objectivity,，inMaxWeber'smethodological

treatiseson“sociology'，ｆｒｏｍｔｈｅｌ`phenomenological，,ｖｉｅｗpoint、

Ｉｎｃｈａｐｔｅｒｌａｎｄ２，Iclarifythetheoryof“objectivity，,inphenomenology・AtfirstI

explainthefollowingconceptsusedtodiscusstheconceptof“objectivity''inphenomenology：

"ersteObjektivit園t,，'“zweiteObjektivitiit,'，“dritteObjektivitiit,，'“natijrlicheEvidenz,，,“formale

Evidenz1，,‘`Ureviden",，ａｎｄ‘`apodiktischeEvidenz.，,

Thenlspecifythemutualrelationsofthoseconcepts、Theirrelationscanbeconceived
asfollows：

dritteObjektivittit-Urevidenz
↑

Evidenz-zweiteObjektivitijtapodiktischeEvidenz
↑｜Epoch6

ersteObjektivitiit-natUr]icheEvidenz-natUrlicheEinstellｕｎｇ
ＢｅｇｒＵｎｄｕｎｇ ｌ↑

formale

Idealisierung

lnchapter3，IexamineWeber，sconcept“objectivity，,inhismethodologicaltreatiseson

"sociology,''dependingonthe“phenomenological'，theoryｏｆ“objectivity，，clarifiedabove、

Ａｔｔｈｅｒｅｓｕｌｔ，Ｉｃｏｍｅｔｏｃｏｎｃｌｕｄｅｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇ：

（１）“ZweiteObjektivitiit'，ａｎｄ“dritteObjektivitiit',whicharementionedabovearecon‐

fusedinWeber，sconcept“Deutungo，，andtheirrelationsarenotexplainｅｄｂｙｈｉｍ．

（２）ThoughWeberexactlyexplainstherelationsof“Deutung，，ａｎｄ“Verstiindigung，，ｏｒ

“Einverstiindnis'’whichcanbeconsideredequivalentｔｏ“ersteObjektivittit.”

ポール・リクールは，シュテファン・シュトラッサー

の『現象学と経験的人間科学』'）仏語版序文で上のよう

に述べたが，以下本論稿で試みられるのはこの内容の具

体的検討である。というのは，本論稿は忠実なるカント

学徒マックス・ウェーバーの方法論文2)における「客観

性」の概念を，「現象学」の見地からなされた「客観性」

についての立論とつきあわせることで再検討しようとい

うものであるから。

ここでシュトラッサーの「客観性」論といわずに，

「現象学」的「客観性」論ということばを使ったのは，

前者の議論がフッサールの『ヨーロッパ諸学の危機と超

序

この〔シュトラヅサー氏による客観性の〕正当化は新

カント派流の単なる方法論批判よりも，もっと先へ進

む。それは「客観性」の真の発生的研究を基にして行

なわれる。シュトラッサー氏は客観性の継続的な三つ

の段階を展開する,すなわち，日常的な生活世界の前一

科学的段階，方法によって生み出された科学的段階，

最後に科学的認識の形成の土台となっている前-意味

作用についての哲学的自覚の段階である。
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どのようにしてなされるのだろうか。

フヅサールは『危機書』第38節を，次のように題して

いる。「生活世界を主題化する，ありうべき二つの根本

様式。すなわち，その世界にまっすぐ向かう素朴で自然

的な態ukiと，生活１１１:界的対象の主観への与えられ方がど

のようなものかに首尾一貫して反省を力Ⅱえる態度の理

念｣．すなわち「上卜活世界」の主題化とは，「生活世界」

において「自然的態度natUrlicheEinstellung」で対

象と関係をとり結んでいる主観の意識活動を|ﾘjるみに出

すことであり，この主題化された意識活動を把握する作

業のことを，「Ａ」では「生活世界の存在論｣と呼び｢Ｂ」

では「記述心理学」と呼ぶのである。

こうした作業を可能にするのが，いわゆる「判断中止

Epochさ」である。これについて『危機,IIJでは，すで

に第17節において「デカルト的判断'二}'止」として論じら

れているが，そこではまだ「判断中止」を遂行する「自

我Ｅgo」の存在の「必当然的明証性apodiktischeEvi‐

denz」と，その「自我」にとっては対象はたんなる「現

象」にすぎないことが述べられるだけである｡すなわち，

他者たちによってすでに構築（ここではこのことばをも

っとも一般的な意味で使っている）されており，また現

に私と他背たちによって構築されつつあるものとしての

対象の在り方という主題はまだあつかわれない。

この主題化も一つの「判断11二'｣し」によってなされる

が，それはとくに｢普遍的判断中止｣ないし「超越論的判

断中止」と呼ばれる。そして，私がこれをおこなうこと

により，他者たちと共有している「生活世界」の中で私

のとっている「自然的態度」をとおして，「生活世界」

が主題化されるのである。だから「自然的態度とは，日

常的行動だけでなく科学的認識をも含む一切の先現象学

的な認織に共通する意識の態度を表わしている｣5）と同

時に，「超越論的方法概念」なのだ（｢'２１然的態度の自我

と超越論的自我の同一性｣)。

『危機書』においては，「超越論的判断111止」とは「わ

れわれの在り方としての関心の在り方｣，つまり「自然

的態度」における主観と対象との関係そのものを廃棄す

ることなく，たんにその「関心」だけを「はたらきの外

におくａｕβerSpielsetzen」ことだとされる。「以前私

に対してあったとおりの，また今あるとおりの世界，私

の，われわれの，人類の世界，それぞれ主観的な仕方で

妥当している世界は消えてしまうわけではないが，判断

中止が首尾一貫して遂行されているあいだは，純粋にそ

の存在意味を与える主観性~この主観性が妥当させる

ことによって世界は一般に「存在する」－の相関物と

3２

越諭的現象学』3）に大いに依拠していると考えられたか

らである。そこで，まず第一章においては，ここでの議

論に関連する範囲で『危機書』におけるフッサールの構

想（と考えられるもの）を論ずる。続く第二章では，こ

の『危機書』の構想に基づいてシュトラヅサーの「客観

性」論を蝋理し，「現象学」的「客観性」論のＪｉﾋﾞｲ氏的な

枠組みを提示する。そして，第二章で示された猪概念に

よって，ウェーバーの方法論文における「客観性」概念

を検討するのが第三章である。

フッサールの『危機書』は，「第一部，ヨーロッパ的

人間の根本的な生活危機の表現としての学問の危機｣，

「第二部，近代における物理学主義的客観主幾と超越論

的主観主義との対立の起源の解明｣，「第三部，超越論的

問題の解明とそれに関連する心理学の機能」の三部構成

であるが，第一部，第二部は雑誌に発表されたものの第

三部は未完におわった。このためかどうか，第三部は

「超越論的哲学」の出現を哲学史的に考察した第一部，

第二部にくらべて晦渋であり，論理的展開を追い難い。

しかし,この第三部においてかの｢生活世界Lebenswelt」

の概念が提示され，またそれによる「超越iiiii的哲学」樹

立の可能性が論じられるのである。

第三部は，Ａ，「あらかじめ与えられている生活世界

について遡って問うことによる現象学的超越論哲学への

途」とＢ，「心理学から出発して現象学的超越論哲学へ

到る途」の二つの部分から成る。このうち｢Ａ｣のはじめ

の数節では，「客観主義的な諸科学」が「生活世界」に

よって「基礎づけられbegriindet」ていることが述べ

られる。例えばltl然科学の実験では，実験背の１１の前で

生じる諸変化（フヅサールのあげているところでは計量

器や目盛りの変化）自体には，その日常的な経験同様実

験者によって何の疑問もさしはさまれないという意味

で，その「明証性Evidenz｣（これについては後述する）

の基盤を実験者の「生活世界」にもっているのである｡の

これは根本的にはｉあらゆる意識は何ものかについて

の意識であり（いわゆる「志向性Intentionalitiit｣)，

これが根源的にursprUnglich確かなことであって，

自然科学の領域における意識活動もその例外ではないと

いうことだろう。このような意識活動について考察する

のがフヅサールのいう「心理学」や「超越論的哲学」な

のであり，これらによってそうした考察以前にすでに与

えられている意識活動の素朴な状態としての｢生活世界」

が主題化されるのだ。だがこの「主題化」は,いったい



「客観

して目にとまるのである｡」６）

この「超越論的判断中止」によって「生活世界」は真

に主題化されるわけだが，われわれはさらに，「超越論

的判断中止」が開始されることの根拠を問うことができ

る。この問いに対する答えとして，私はここで新１１l義弘

氏の次のような論述を引lljしておきたいと思う。

自然的態度の概念は本来は超越論的方法)概念である

が，超越論的反省の深化の過限にあってつねにその規

定が深められてゆく。なぜなら超越論的反省自体が自

然的態度におして機能する世界構成的意識の反省的露

呈であり，その限りにおいて自然的態度の超越論的規

定にほかならないからである。この深められた規定に

よれば，にI然的態度における日我は，超越論的'８l我の

潜伏態であり，自然的態度はすでにそれ自体において

「超越論的光歴史」である。自然的態度に生きる私は

超越論的自我であるにもかかわらず，それに気づいて

いないのである7)。

|将考３３

１dealisierun月」である）をおこなっていることを意味す

るｎだが，「客観性」はたんなる気まぐれや思いつきと

は異なり，たんに「存在する」というだけではなくそれ

がある確信に基づいていなければならない。この「客観

性」の根拠となるような「確信」を「明証性」と呼ぶの

である。

しかし，「何ものもわれわれによって客観的に存在す

るのではない｣'0）ことは，もっとも根源的な「明証性」

に属する。すなわち，「存在」するものはわれわれによ

って対象化される以前から「存在」していること，した

がってそれはすでにわれわれの先人たちによって対象化

されてオ?り，われわれの対象化はこの先人たちの対象化

に基づいていることをわれわれが「確信」していなけれ

ば，「客観性」を論ずること自体が無意味になってしま

うのだ。

「客観性」と「明証桃」との関係はほぼ以上のように

考えられるが，先述の三つの「客観性」はそれぞれ独自

の「明証性」に基づいているがすなわち，シュトラヅサ

ーによれば｢第一の客観性｣は「自然的明証性natiirliche

Evidenz」に，「第二の客観性」は「形式的明証性for‐

maleEvidenz」に，また「第三の客観性」は「根源的

明iiiKlfli」に基づいているのである。(またシュトラッサー

は，「形式的明証性」以外の「明証性」を一括して「直

観的IUIiilM：intuitiveEvidenz」と呼ぶ｡）

「自然的明証性」とは「自然的態度」における「明証

性」であり，例えばこのペン（はこのペンである）とい

うような素朴な存在妥当である。（｢理念化」が対象化の

特殊なものであるという意味で）この「自然的明証性」

の特殊なものが「形式的明証性」だ。例えば九々表に記

された数字はもはや何本のペンといった具体的な内容は

もたないが，九々表にはそれ自体としての正しさがあ

る。このような「正しさ」が「形式的明証性」なのであ

る。だが，「根源的明証性」の規定は上の二つの「明証

性」の場合にくらべて容易ではない。というのは，シュ

トラッサーによればアンチテーゼをくぐりぬけた「自然

的明証性」が「根源的明証性」なのだが，この「アンチ

テーゼ」がいかなる根拠に基づくのかを，われわれはさ

らに'１１１うことができるからである。

このようなことが問題になるのは，シュトラッサーも

指摘しているように「自然的明証性」と｢根源的明証性」

との区別が困難だからである'1)。シュトラヅサーは，こ

の区別を可能にする方法を明示していないが，その’こ

のような方法が「哲学的」なものであるという指摘'2)は

考慰に値する。というのは，われわれはすでに，哲学す

性」将

前章で論じたフッサールの「超越論的哲学」の構想

（と考えられるもの）は，多分次のように要約できると

思う。すなわち，「超越論的」動機はすでにわれわれの

（｢自然的｣）生のうちに含まれており，それが発現する

過程でわれわれはさまざまな表象を獲得してきている

が，そのうち蝋初に「必当然的明証性」としてわがも

のとするのが「超越論的」に哲学する「自我」である。

だがこの「自我」は，哲学すると同時に他者たちととも

に「11括１１t界」を共有する「lL|我」でもあり，それゆえ

「超越論的哲学」は，「生活世界」を「根源的明証性

Urevidenz」として手に入れることができるのだ。－

もしこの理解が正しければ，冒頭リクールの序文を引用

しつつ述べた三つの「客観性」は，歴史哲学的な発展段

階というよりはむしろ「客観性」のもつダイナミックな

構造と考えられるべきだと思う。だからここでは，「生

活世界」に関するシュトラッサーの解釈8)はあえて考慮

に入れないことにする。

シュトラッサーによって，「客観性」は次のように規

定されている。「人間の態喚としての客観性とは，自分

ではないものに自分が依存しており，またそのものによ

って自分が規定〔normieren〕されていることの承認を

－たいていは暗黙のうちに－自由な人間のことばと

行為で表現することである｡｣,）これは，まずわれわれが

「世界」のうちに「存在」するということであり，次で

その中でわれわれが対象化（この特殊なものが「理念化
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る方法としての「超越論的哲学」を知っているからであ

る。したがって上の問いは，次のようにいいかえること

ができる。すなわち，「自然的明証性」はいかなる根拠

に基づいて主題化されるのか。これは，前章で詳しく述

べておいた，「生活世界の主題化」の根拠づけの別のい

い方にほかならない。

以上，「客観性」に関連する「現象学」の諸概念につ

いて述べてきたが，そのおもだったものの相互の関係の

仕方を図式的に示すと次のようになる。

なものであることを強調したのだ'の。

この「科学的」な「解釈」は，「因果'性」のカテゴリ

ーを用いるために「因果帰属」とも呼ばれるが，要する

にある歴史上の部分的現実が，「解釈」者ないし研究者

によって妥当な構成物として明確に把握される過程のこ

とである。（したがってそれは命題定立の過程である

が，把握の対象が命題の場合にはその検証の過程である

わけだ｡）この過程では，まず歴史上の部分的現実が｢価

値理念に制約された〔研究者の〕関心」によって，把握

されるべき一つの「文化現象」として認識される。これ

が「歴史的個体」である。

この「歴史的個体」が「認識目的」であるのに対し，

いわゆる「理念型」は「認識手段」であるといわれる。

「認識手段」とは，それを基準として現実を把握するの

に役立つ虚構のことだが，他方「理念型」は，そうして

把握された現実を叙述する素材としても役立つ'8)。この

「理念型」の役割は，それがたんなる「虚構」にとどま

らずむしろ積極的に「現実」を構成する要素であること

を示している。またこのことから，「解釈」とは同一視

しうる「理念型」が見出せるところまで現実所与を分解

することだといえるのである'9)。

「理念型」に代表される「概念｣，「法則｣，「因果性」

といったものが「『客観化的』認識作用》objektivierende

《Erkennen」というカテゴリーでくくられる場合2の，そ

こには当然さまざまな色合いの「理J念化」が含まれるわ

けである｡この場合には｢一般化的認識generalisierende

Erkenntnis」と「個別化的認識individualisierende

Erkenntnis」とのちがいも，このちがいに含まれる「一

般的generell」と「普遍的universal」との区別もこ

の「色合い」の差にすぎなくなる。もちろんウェーバー

にとって，これらのちがいは絶対的なものであったが，

それにもかかわらず，「理念型」と「現象学」的な「理

念」概念とを同一視するシュトラヅサーの見方21)が注目

に値するのは，ウェーバーが実際この「理念型」の「形

式的明証性」によって，「解釈」の妥当性を保証しよう

としたからである。

だがその一方，ウェーバーはそうした二次的樹成物の

母体が「第一の客観性」であることに気づいていた。こ

れについては〆例えば「文化科学の論理学の領域におけ

る批判的研究」に「自分自身の実生活や他人の行動につ

いての知識から得たわれわれの『法則定立的』経験知｣22）

という言明もあるが，「ロヅシャーとクニース」第三部

にややまとまった論述がみられる23)。

それによれば，「固有の日常的知識によって教えこま

第三の客観性一根源的明証性

必当然的明証性

形式的明証性-第二の客観剛｜判断巾止

心鰯艫壜ｗ－鯵麟
理念化

｜｜’

ウェーバーの方法論文における「現象学」的な「明証

性」概念の影響は，おそらく用語上のものでしかない。

というのは，ウェーバーは前章の用語でいえば「形式的

明証性」と「直観的明証性」とを分けてはいるものの，

前者のほうが後者よりも「明証的」であると考えていた

し'3)，また「明証性」と「客観性」との関係の把握が不

十分なうえにM)，「明証性」と「妥当性」との俊別を強

調さえした'5)からである。それにもかかわらず，彼はそ

の鋭い洞察力で「第一の客観性」と「第二の客観性」と

の関係をきわめて正確に論じ，また「第三の客観性」に

ついてもかなりのところまで論及していたと思う。だが，

この彼の鋭い洞察力を以てしても，「第二の客観性」と

｢第三の客観性」とを正確に区別するには到らなかった。

ウェーバーは，学問の領域に入りこんでいる「自然的

明証性」に対して，鋭敏な感覚をもっていた。「ロッシ

ャーとクニースおよび歴史的国民経済学の論理学的問

題」にはじまるいわゆる「歴史学派」批判は，まさにこ

の感覚の産物といえるだろうしブ「社会科学的，社会政

策的認識の『客観性』」や「社会科学，経済科学の『価値

自由』の意味」における，日常の素朴な用,語が学問にそ

のまま流用されることによって生じる混乱についての論

述もまたそうである。だからウェーバーは「理解Ver‐

stehen」を「解釈Deutung」と「諒解Verstiindigung

ないしEinverstiindnis｣'6)とに分け，前者が「科学的」
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げで「研究者は，例えばある時代の人間のある特別な種

類の典型的心情を特徴づけるために，自分にとって個人

的に倫理的に規範にかなっており，この意味で客観的に

『正しい』と思われるような心情の類型同様，自分にと

って倫理的にまったく規範に反すると思われるような心

情の類型をも捕成することができ，それからそれと研究

対象の人間の行動とを比'|皮できる｣28)のである。

対象化自体が問題となる領域をのぞいては，この「正

しい」類型は「研究者」にとっても(被研究者としての）

「行為者」にとっても存在する。この事情をきわめて適

確に論じた部分が「理解社会学の若干のカテゴリーにつ

いて」にあるので,かなり長いが以下引用したいと思う。

「客観

れた自らの想像力のために，われわれが人間行為の『解

釈』にあたって，かの経験的内容を外延のより広い『規

則』へと明確に定式化することを『非経済的』であると

して怠り，一般化を『暗黙のうちに』用いる」のはむし

ろ当然のことであり，かえってあらゆる経験を「法則」

で飾ろうとするのは一脈の形而し学なのである。「法則」

は，「『一義性』の関心にしたがって文化現象を解釈する

ために必要な程度の因果州llmIの『'11対的な確定』を『｢｜

常経験』が保証するにたりない場合にのみ，だがその場

合には常に価値あるものとなる｡」しかし，ITil時にそれ

は「日常経験の内部の一つの飛地」にすぎないのであ

る。このような洞察は，今まで述べてきたのとは異なる

種類の「解釈」の概念を予期させる。 ……１，事実上（主観的に）個人は……平均的には

ゲゼルシャフト化されたほかの個人の行動を，平均的

にそれが制定された定律Ordnungの遵守を基準とす

る「かのごときものとして」描くところの見込みを懐

くということ，２，人ＩＭＩ行動の可能性について平均的

に使用される判断にしたがって，個人がそうした見込

みを懐きえた(｢適合的因果ﾄﾞ'三」のカテゴリーの個別的

構成）ということ，論理的にはiilj者（ｌと２）は本来

厳格に区別すべきである，一つは，観察対象となる行

為する側に主観的に現にあるような，つまり研究者に

よって「平均的に」特合せているとみなされるような

榊成要件Tatbestandである。もう一つは,認識主観
●●■

（研究者）が当[ｊｉ者の蓋然的知識や蓋然的思考慣行を

考慮に入れて客観的に計算する可能性である｡しかし，

社会学は一般概念を構成するに際して，行為の当事者

たちも主観的仁持合せているvorhandenそのような

可能性を見積るのに必要な把握「能力」が平均程度に

は現に存在しているとみなす，すなわち理念型的にし

かいえないが，それは客観的に存在しているvor‐

handen平均的可能性が，平均的な目的合理的行為者

によって主観的に近似的に計算されることを前提とす

るのである。それゆえわれわれにとってもソある定律

の経験的「実効性」とは力の平均的な見込みが客観的

根拠をもっている(｢客観的可能性｣のカテゴリー)こと

であるとしよう。〔だがこれは,〕われわれにとって一

連のそのときどきの平均的に蓋然的な事実計算によっ

て，主観的なその）怠味ljl容に雛づいて平均的に見込み

を指向する行為が「適合的因果的」に妥当するとい

う，独特の意味においててある。したがって，この場

合客観的に見積ることのできる見込みについての可能

性は，行為者にそうした兄込みが現にあるかどうかの

十分に理解可能な認織根拠としても機能する｡ここで

〔｢解釈」の〕超越論的transzendentallii提は，……

われわれが意識的に世界に対して態度をとりかつこれ

に意味を与える能力と意志とをそなえた文化人である

ということである24)。

この場合の「超越論的」とはカントの川語だろうが，

「現象学」の用語で「超越ｉｉｉ的」とはこの「超越論的前

提」自体を問うことを指す。「批判的研究」における「解

釈｣の概念は，この後背の懲味で「超越論的」だと思う。

「解釈」は，「事実上は緊密にいつも融合しているが，

しかし論理的には鋭く分離すべき二つの方向をとりう

る｣頭)。この「二つの方向」とは「Illi値解釈」と「態度決

定」である｡このうち，前者がいわゆる「価値関係」の

明確化であるのに対し，後者はここでは，前者によって

明確化された「価値関係」に基づいて「解釈」者自身の

｢価値｣と対象との関係を明確にすること（すなわち肯定

・否定のカテゴリーに二分すること）であると考えられ

る。「『解釈』の意味は，われわれにまさに『評価』につ

いてとりうる『立場』と『滴眼点』とを示すaufdecke、

ことにある｣26)。

このように，「解釈」の「本質的ljil群は……可能な『価

値関係』についての一つの『知』であり，したがって，

それは対象に対して少なくともf1lli愉的に『立場』を変更

する能力を前提とする｡｣27)このような「能力」は，それ

が「現象学」における「判断｢IIII筥」に相当するものと考

えられるため「第三の容観性」にliIiするといえようが，

そこでは「第一の客観性」における「正しさ」が｢現象」

として，つまり「自然的態腫」にある私の「ｌＥしさ」の

「規範」にてらして「11=しい」か「正しくない」かが

「形式」として示されるのである、この「能力」のおか
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め，「規範」としての「規則」は次の二つのものであり

うる3M)“

ａ・特定の行為の因果的契機。すなわち「格率｣。

ｂ・特定の行為の認識手段。すなわち「理念型｣。

ｃ・特定の行為の類概念ないし集合概念。

このうちａは「行為者」にとっての「当為」に,,Uわり，

ｂとｃは「研究者」にとっての「存在」に関わるといえ

よう。（ここではｂとｃとの関係については述べない｡）

ここまでの「存在」と「当為」との関係に関するウェ

ーバーの説明は，きわめて適確なものだと思う。だが，

「法解釈学」は「研究者」の「当為」にのみ関わるゆえ

に，紙験科学としての「法iljll史」とは区別されるという

ウェーバーの議論は納得し難い34)。というのは，（論理

的カテゴリーとしての）「研究者」の「当為」とはあら

ゆる学（ウェーバーにならえば「解釈｣)35)の究極的な根

拠であり，したがってこれにのみ関わる学はありえない

からである，このような「)Pi為」の概念は，多分「必当

然的Ⅲ1証性」そのものだろう、

3６

両者は所謂実上表現のうえてはどうしてもほとんど一

致するが，当然のことながら論理｣二の深淵が消えてし

まうわけではない29〕。

ここでは「主観的｣，「目的合理的」といった概念が

「行為者」に属するのに対し，「客観的」という概念は

「研究者」に属すると同時にﾘｷﾞ突上存在するという意味

で使われていることに注意する必要がある。というのは，

これをそのままうけとると，研究者は常に存在に到達す

るが「行為者」はそうではないたいうことになるからで

ある。だが，これが「理念型的にしかいえない」ことを

考慮に入れると事態は一変する。すなわち，ここでいう

「研究者」や「行為者」は，それぞれ｢主観｣と「対象」

とに相当する論理的カテゴリーなのである。そしてこれ

ゆえに，両者のあいだには「論理上の深淵」があるのだ。

この「主観」にとっては，「対象」としてのほかの｢主

観」に属するあらゆるものが「主観的」というカテゴリ

ーに入るのである。だが，このような「主観」の.慨｣念

は，ウェーバーが「存在Ｓein」と「当為Sbllen」との

俊別を強調するとき消えてしまう。このことは，ウェー

バーが忠実なるカント学徒としてルドルフ・シュタムラ

ーの「認識論」を批判した「シュタムラーにおける１１１k物

史観の克服」で，「法解釈学juristischeDogmatik」と

「法制史」とを俊別する際生じた。

この論文には興味深い議論が多数含まれているが，一

貫した主題は「存在」と「当為」との関係であり，この

関係を明らかにするために「蝋HljRegel」の慨i念が分析

されるのである。

「規則」には，経験的に得られる「規則性」としての

「規則」と「当為」を表わす「規範」としての「規則」

とがある30)。この後者の意味の｢規則｣，つまり「人の制

定した規則」が結果として人|H1の行動に「規則性」を生

じさせている場合，ウェーバーはその「規ⅡU」を「格率

Maxime」と呼ぶのだが，肌)この「格率」は，はじめの

「規範」としての「規則」に関連してはいるがそれと

も，また原理的にはその結果としての人間行動の「規則

性」とも異なる経験的に得られた「規則」に支えられて

いる。すなわち，行為者は明示された「規範」としての

「規則」（それは「法Recht」でも「慣習Konvention」

でもよいが）を前にして，その「規則」に関連する経験

知（この内容は「規則性」としての「規則」であるわけ

だ）を動員して自らの行為を決定する（という｢理念型」

を構成しうる）のである32)。

この「格率」としての役割（以下のａに机当）遊含

結語

本論橘は，近年のアルフレート・シュヅツの業績への

注目に触発されたものである。しかし，ウェーバーの方

法論に親しんでいた私にとって，シュヅツのウェーバー

理解剛(1)には納得しかねる点があった。その''１心的なもの

は，シュッツの理解に反してウェーバーの「社会学」は

きわめて「超越論的」な性格をもっているということで

ある。本愉稿の第三章は，まさにその論証の試みにほか

ならない，

ウエーパーの「超越論的」立場は，その徹底さという

尺度からすると，カントと「現象学」とのあいだのどこ

かに位置していると考えられる。したがって，ウェーバ

ーのそれの不徹底なところは，もっとも徹底的な「超越

論的哲学」である「現象学」と比較することで明らかに

なると思われた。だから私は，第二章で「現象学」的

「客観性」論という「理念型」を構成したのである。こ

の「理念型」によって，ウェーバーの方法論の''１心的概

念である「解釈」の＝義性が明らかになり，それらを分

離することによって，ウェーバーのこの概念の「超越論

的」な性格が一層明確になった。だが，ウエーパーは今

述ぺた概念の二義性のために，それを十分には自覚して

いなかったように思われる。その端的な例として，私は

ウェーバーの「法解釈学」の概念の暖昧さをとりあげた

のである。
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下『危機書』という。

４）ｉbid.,§３４．

５）新田義弘『現象学』岩波書店，1978年，５５頁。

６）Husserl,DieKriSis,Ｓ、155.邦訳，214頁。

７）新田，前掲香，８０頁。

８）Strasser，PhanomenologiaSS、65-66．邦訳，

83-84頁。
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１２）ｉbid,Ｓ､246．邦訳，330頁。
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１４）ウェーバーは「客観性」との関連で「明証性」に言

及する場合，「明証性」を「一義性」と|可一視して

いる。

15）ＷＬ,Ｓ１１５．

１６）「ロヅシャーとクニース」においては(ＷＬ,Ｓ､95.)，

「諒解」とは「社会学の'11本概念」でいう「現実的

理解」と同じものと考えられるが（ＷＬ,Ｓ､546.)，

「社会学の根本概念」における「現実的理解」の説

’ﾘjは適切なものとは思えない。むしろ「諒解」につ

いては，「理解社会学の譜干のカテゴリーについて」

における次のような説明が週･切だろう。

九盈表の経験的「妥当性」は，「諒解妥当性」の

事例である。＜中略＞九々表は子供のとき，専制

君主の合理的命令が臣下に「授与される」のとま

ったく同棟に，われわれに授与される。しかもも

っとも深い意味で，われわれにはその根拠やそれ

自体のロ的もさしあたって完全に理解不可能なあ

るものとして，しかしそれにもかかわらず拘束的

に「妥当するもの」として「授与される」のであ

る。したがって，「諒解」とはさしあたりたんに

憤れているゆえに慣れたものにしたがうことであ

る。（ＷＬＳ､471.）

１７）ＷＬＳ９４．

１８）ＷＬＳＳ，190-194.

19）ＷＬＳ､２７６．

２０）ＷＬ,Ｓ､７１．

２１）Strasser,Phiinomenologie．Ｓ119．邦訳，157頁。
２２）ＷＬＳ、２７７．

２３）ＷＬ,ＳＳ、111-114.

24）ＷＬＳ、１８０．

２５）ＷＬ,Ｓ､２４５．

２６）ＷＬＳ、２４６．

２７）ＷＬ,Ｓ,２６０．

２８）ＷＬＳ、５３５．

２９）ＷＬ,ＳＳ､443-444.

30）ＷＬ,ＳＳ、322-323.

31）ＷＬＳＳ､323-328.

32）したがって，ここでは「行為者｣，「研究者」双方の

「規則」についての知識が１Ｍ]題になっているわけだ

が，いったん「理念型」的思考をはなれればこれら

の区別がむずかしくなることは，さきに引用したウ

ェーバー自身の論述によって明らかだろう（ＷＬ，

「客観

シュッツの業績に対する消極的な評価として，そのよ

うなものが「社会学」に必要なのかということがいわれ

る。つまり，シュッツの研究は「社会学」ではなく「哲

学」だというのである。そしてこのことは，今から四十

年以上も肋にパーソンズが懐いた疑問でもあった。

近年邦訳も出版されたパーソンズとシュッツの往復灘

簡は37)，われわれにとってエキサイティングなこの二人

の出会いがすれちがいにおわったことを示している。そ

こで編者ならずとも，この二人の「隔たりはどれほどの

ものか」を問いたくなる。だがこのような興味は，むし

ろこの二人を何とかして結びつけたいという感情から１１}

てくるものにちがいない。

この結びつけを「社会学」にこだわりつつおこなうと

すれば，「社会学」における二人の共通の師であるマヅ

クス・ウェーバーに遡ることがもっとも有効な方法であ

るように思われる。私はこのことを，本論稿によって示

唆したいのである。
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